
第２０号議案                             

   足立区介護保険条例の一部を改正する条例        

 上記の議案を提出する。                      

  令和２年２月２０日                      

            提出者  足立区長   近  藤  弥  生     

 

   足立区介護保険条例の一部を改正する条例  

 足立区介護保険条例（平成１２年足立区条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。  

第１２条各号列記以外の部分中「平成３１年度から」及び「までの各

年度」を削り、同条第１号中「２万９，６４０円」を「２万３，７６０

円」に改め、同条第２号中「４万５，４８０円」を「３万９，４８０円」

に改め、同条第３号中「５万７，３６０円」を「５万５，３２０円」に

改める。  

第１５条第１項中「前年度の」の次に「所得段階に基づき算出された

当該年度の」を加える。  

   付  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の第１２条及び第１５条の規定は、令和２年

度分からの保険料について適用し、平成３１年度分までの保険料につ

いては、なお従前の例による。  

 

 （提案理由）  

 保険料率を改定するとともに、普通徴収の特例に係る保険料の額を変

更する必要があるので、この条例案を提出いたします。  


